
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日

広
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県
知
事
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英 
 

彦

特
定
非
営
利

活
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法
人
の

名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
Ｐ

ｉ
ａ
ｎ
ｏ 

Ｐ
ｉ
ａ
ｎ
ｏ 

阿
部 

眞
理

子 

広
島
県
三
原

市
宮
浦
三
丁

目
六
番
二
号

こ
の
法
人
は
、
障
害

者
及
び
高
齢
者
に
対

し
て
、
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
営
ん
で

い
く
た
め
に
必
要
な

事
業
を
行
い
、
福
祉

の
増
進
を
図
り
、
社

会
全
体
の
利
益
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

・
事
業
の
追
加 

・ 

法
改
正
に
基

づ
く
字
句
の
修

正 ・ 

会
議
の
名
称

の
変
更 

・ 

事
業
計
画
及

び
活
動
予
算
の

変
更 

平
成
二
四
年

六
月
一
三
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
手

を
つ
な
ぐ
福

祉
会 

高
田 

篤
実 

広
島
県
福
山

市
新
涯
町
一

丁
目
一
二
番

二
一
号

こ
の
法
人
は
、
知
的

発
達
に
障
害
を
持
つ

人
た
ち
を
は
じ
め
と

す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な

障
害
を
持
つ
人
た
ち

が
、
地
域
の
中
で
、

安
心
し
て
、
豊
か
に

暮
ら
す
た
め
に
、
福

祉
、
労
働
、
権
利
擁

護
な
ど
の
諸
制
度
の

確
立
、
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。

・
事
業
の
変
更 

・
字
句
の
修
正 

平
成
二
四
年

六
月
一
四
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
国

際
社
会
人
剣

道
ク
ラ
ブ 

野
正 

豊
稔 

神
奈
川
県
川

崎
市
麻
生
区

百
合
丘
三
丁

目
四
番
一
七

号

こ
の
法
人
は
、
国
内

及
び
世
界
の
人
々
に

対
し
て
、
剣
道
人
に

よ
る
剣
道
文
化
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、

剣
道
精
神
を
も
っ
て

国
際
親
善
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

事
務
所
所
在
地

の
変
更 

平
成
二
四
年

六
月
一
八
日 


